
 

平群町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 

 
 

(目的) 

第 1 条 この条例は、太陽光発電設備の設置が災害発生の防止及び生活環境の保

全に及ぼす影響を鑑み、太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関し必要な事項

を定めることにより、町民の安全な生活と本町の良好な環境に寄与することを目

的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)第 2 条第 3 項に規定する再生可能エネ

ルギー発電設備のうち、同条第 4 項第 1 号に規定する太陽光を再生可能エネル

ギー源とする設備(送電に係る電柱等を除く。)をいう。 

(2) 設置事業 太陽光発電設備を設置する事業(木竹の伐採、切土、盛土、埋

土等の造成工事を含む。)をいう。 

(3) 事業区域 事業を行う土地(太陽光発電設備に付属する管理施設、変電設

備、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵等の工作物の設置その他の方

法により当該土地以外の土地と区別された区域をいう。 

(4) 設置事業者 設置事業を計画し、これを実施する者をいう。 

(5) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。 

(6) 工事施工者 設置事業に関する工事を請け負った者又は請負契約によらな

いで自らその工事を行う者をいう。 

(7) 地域住民等 事業区域が所在する大字又は自治会をいう。 

(8) 周辺住民等 事業区域が所在する大字又は自治会に隣接する大字又は自治

会をいう。 

(町の責務) 

第 3 条 町は、第 1 条の目的に則り、この条例の適正かつ円滑な運用に必要な措

置を講じるものとする。 



(土地所有者等の責務) 

第 4 条 土地所有者等は、設置事業者と連帯してその責務を負い、設置事業によ

り、災害又は生活環境への被害等が発生することのないよう、事業区域を適正に

管理しなければならない。 

(設置事業者の責務) 

第 5 条 設置事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災害又は生活環境への

被害等が発生することのないよう十分配慮し、並びに地域住民等及び周辺住民等

との良好な関係を保たなければならない。 

(設置事業の許可及び適用範囲等) 

第 6 条 設置事業者は、事業区域が 1,000 平方メートル以上又は発電出力が 50 キ

ロワット以上(実質的に同一と認められる設置事業者が同時期又は近接した時期

に、実質的に同一と認められる場所で、複数の太陽光発電設備を設置する事業で

あって、当該総事業区域が 1,000 平方メートル以上又は当該総発電出力が 50 キ

ロワット以上となるもの又は既に施工が完了している事業又は施工中の事業の太

陽光発電設備の変更等を行う事業であって、当該変更後の事業区域が 1,000 平

方メートル以上又は発電出力が 50 キロワット以上となるものを含む。)の太陽

光発電設備の設置事業を行おうとするときは町長の許可(以下「設置許可」とい

う。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる設置事業については、この

限りでない。 

(1) 国又は地方公共団体等が行う設置事業 

(2) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物の屋

根又は屋上に設置する設置事業 

(3) 工場立地法(昭和 34 年法律第 24 号)第 4 条第 1 項第 1 号に規定する環境施

設として太陽光発電施設を設置する設置事業 

2 設置許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しな

ければならない。 

(事業禁止区域) 

第 7 条 何人も、次の各号に掲げる区域(当該区域に事業区域の一部が含まれる場

合における当該事業区域の全部を含む。)において、前条第 1 項に規定する設置

事業を実施してはならない。ただし、当該各号に規定する法律の規定に基づき太

陽光発電設備の設置が許可されている場合は、この限りでない。 



(1) 砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第 2 条の規定により指定された土地の区域 

(2) 森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 25 条第 1 項の規定により指定された保

安林 

(3) 地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)第 3 条第 1 項に規定する地すべ

り防止区域 

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号)第

3 条第 1 項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 1

2 年法律第 57 号)第 9 条第 1 項に規定する土砂災害特別警戒区域 

(抑制区域) 

第 8 条 町長は、災害の防止又は良好な生活環境の保全のため、第 6 条第 1 項に

規定する設置事業の実施に配慮が必要と認められる区域(以下「抑制区域」とい

う。)を指定することができる。 

2 前項に規定する抑制区域は、規則で定める。 

(事前協議) 

第 9 条 第 6 条第 2 項の申請をしようとする設置事業者は、あらかじめ、規則で

定めるところにより、町長に協議しなければならない。 

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、設置事業者に対し、当該設置

事業に係る必要な指導又は助言をすることができる。 

(説明会の開催等) 

第 10 条 設置事業者は、前条の規定による事前協議を開始後、速やかに規則で定

めるところにより、第 6 条第 2 項の規定による申請をする前に、当該事業区域の

地域住民等及び周辺住民等に対し、事業全体の説明会を開催しなければならな

い。 

(設置許可の基準等) 

第 11 条 町長は、第 6 条第 2 項の規定による申請があった場合において、当該申

請に係る設置事業が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この条例及び規則で定

める規定に適合していると認めるときは許可をするものとする。 

(1) 事業区域からの土砂等の崩落、流出による災害等の防止、又は生活環境の

保全について必要な措置がなされていること。 



(2) 地域住民等又は周辺住民等に第 10 条の規定による説明会等を行い、その

理解を得て、規則で定める設置事業への同意を得ていること。 

2 町長は、第 6 条第 2 項の申請をした設置事業者又は当該申請に係る工事施工者

が次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可をしない。 

(1) 設置事業を実施するために必要な資力及び信用を有すると認められないと

き。 

(2) 設置事業者又は工事施工者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成 3 年法律第 77 号）に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないとき。 

(3) 第 14 条の規定により設置許可又は変更許可を取り消された日から起算し

て 5 年を経過していないとき。 

(4) その他町長が不適切と認めたとき。 

3 町長は災害又は生活環境への被害等の発生防止のため、設置許可に必要な条件

を付することができる。 

(完了の届出等) 

第 12 条 設置事業者は、設置事業を完了したときは、規則で定めるところによ

り、完了した日から起算して 30 日以内に、町長に届け出なければならない。設

置事業を廃止した場合も、同様とする。 

2 設置事業者は、前項の届け出を提出した後でなければ、当該設置事業に係る発

電事業をしてはならない。 

(設置事業の変更許可) 

第 13 条 設置事業者は、第 6 条第 2 項に掲げる事項を変更しようとするときは、

あらかじめ、町長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。

ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 

2 変更許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しな

ければならない。 

3 設置事業者は、第 1 項ただし書の軽微な変更をしたときは、規則で定めるとこ

ろにより、速やかに、町長に届け出なければならない。 

4 第 6 条から前条までの規定は、変更許可について準用する。 

(設置許可又は変更許可の取消し) 



第 14 条 町長は、設置事業者又は変更許可を受けた設置事業者が次の各号のいず

れかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。 

(2) 第 11 条第 1 項(第 13 条第 4 項において準用する場合を含む。)に規定する

要件を満たさない設置事業を行ったとき。 

(3) 第 11 条第 3 項(第 13 条第 4 項において準用する場合を含む。)の規定によ

り付された条件に違反したとき。 

(4) 前条第 1 項の規定に違反して変更許可を受けないで設置事業を行ったと

き。 

(5) 第 23 条第 1 項又は第 2 項の規定による命令に従わないとき。 

(地位の承継) 

第 15 条 設置事業者から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者

は、規則で定めるところにより、承継した日から起算して 30 日以内に町長へ届

け出なければならない。併せて、そのことを地域住民等及び周辺住民等に周知し

なければならない。 

2 地位を承継した者は、前項の設置事業者に付された一切の許可条件を遵守する

ものとする。 

(太陽光発電設備等の適正管理) 

第 16 条 発電事業を行う設置事業者(以下「発電事業者」という。)は、当該発電

事業を実施している間、災害又は生活環境への被害等が発生することのないよう

事業区域及び使用する太陽光発電設備を適正に管理しなければならない。 

(異常発生時の対応) 

第 17 条 発電事業者は、事業区域及び使用する太陽光発電設備に異常が生じたと

きは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講ずるとともに、当該異常に

ついて事業区域の周辺に居住する住民に周知し、及び町長に報告しなければなら

ない。ただし、軽微な異常のときは、この限りではない。 

2 町長は、発電事業者により、災害又は生活環境への被害等が発生する恐れがあ

ると認めるときは、当該発電事業者に対し、当該事態が生ずることを防止するた

めに必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

3 町長は、前項の事態が発電事業者以外の者の行為によるものであるときは、当

該者に対し、同項の措置を講ずることを求めるものとする。 



(発電事業終了時の適正処分等) 

第 18 条 発電事業者は、発電事業を終了するときは、太陽光発電設備その他当該

発電事業に用いた設備等を速やかに撤去し、及び適正に処分しなければならな

い。 

2 発電事業者及び土地所有者等は、発電事業を終了するとき、当該事業区域から

災害又は生活環境への被害等が発生することのないよう措置を講じなければなら

ない。 

(発電事業終了の届出) 

第 19 条 発電事業者は、発電事業を終了するときは、終了した日から起算して 30

日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。 

(報告) 

第 20 条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、設置事業者、工事施工

者、発電事業者又は土地所有者等に対し、報告を求めることができる。 

(立入検査) 

第 21 条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、設置事業

者、工事施工者、発電事業者の事務所又は事業所又は事業区域に立ち入り、設置

事業又は発電事業の状況又は施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又

は関係者に質問させることができる。 

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者にこれを提示しなければならない。 

3 第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

(勧告) 

第 22 条 町長は、設置事業計画又は変更許可を受けた設置事業計画に従って事業

を実施していないと認めるときは、設置事業者に対し、相当の期限を定めて、必

要な措置を講ずることを勧告することができる。 

2 町長は、この条例の規定に違反した設置事業者に対し、相当の期限を定めて、

必要な措置を講ずることを勧告することができる。 

3 町長が前項の規定による勧告をしようとする場合は、規則で定めるところによ

り、あらかじめ当該設置事業者から意見を聴取しなければならない。ただし、設



置事業者が意見の聴取に応じない場合は、これを行わないで勧告をすることがで

きる。 

(命令) 

第 23 条 町長は、設置事業者が、正当な理由なく、前条第 1 項の規定による勧告

に従わないときは、設置事業者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は相

当の期限を定めて太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その他の違反を是

正するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

2 町長は、前条第 2 項の設置事業者が、正当な理由なく、同条第 2 項の規定によ

る勧告に従わないときは、当該設置事業者に対し、設置事業の中止を命じ、又は

相当の期限を定めて、太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その他の違反

を是正するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

3 町長が前項の規定による命令をしようとする場合は、規則で定めるところによ

り、あらかじめ当該設置事業者から意見を聴取しなければならない。ただし、設

置事業者が意見の聴取に応じない場合は、これを行わないで命令をすることがで

きる。 

(公表及び通報) 

第 24 条 町長は、第 14 条の規定による許可の取消しをしたとき、又は前条の規

定による命令をしたときは、次の事項を公表し、国等に通報するものとする。 

(1) 当該許可の取消し又は命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 当該許可の取消し又は命令の内容 

2 町長は、設置事業者がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記

載等の不正行為を行ったと認めるときは、次の事項を公表することができる。 

(1) 当該設置事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地) 

(2) 当該設置事業者が行った不正行為の内容 

3 町長が前項の規定による公表及び通報をしようとする場合は、規則で定めると

ころにより、あらかじめ当該設置事業者から意見を聴取しなければならない。た

だし、設置事業者が意見の聴取に応じない場合は、これを行わないで公表及び通

報をすることができる。 

(委任) 



第 25 条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 4 年 7 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例は、施行の日以降に着手する事業から適用する。 


